
 

 

 

 

 

 

2. 原子炉格納容器 

 

 

［対象機器］ 

2.1 原子炉格納容器本体 

2.2 機械ペネトレーション 

2.3 電気ペネトレーション 



 

東海第二で使用されている原子炉格納容器の部位は，本体及び貫通部に大きく分かれ，形

式等でグループ化すると以下のグループに分類されるため，これらについての技術評価を行

う。 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している原子炉格納容器の主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 原子炉格納容器の主な仕様 

機器名称 重要度 

使用条件 

高使用圧力（kPa） 高使用温度（℃） 

ドライウェル
サプレッション

・チェンバ ドライウェル 
サプレッション

･チェンバ 

原子炉格納容器 
MS-1 

重*1 

310 

（内圧） 

 

14 

（外圧） 

310 

（内圧） 

 

14 

（外圧） 

171 104.5 

*1：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを

示す 
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2. 原子炉格納容器の技術評価 

  2.1 構造,材料及び使用条件 

(1) 構造 

東海第二の原子炉格納容器は，圧力抑制型格納容器であり 1個設置されている。 

原子炉格納容器は，円錐フラスタム形をしたドライウェルと，円筒形で内部に純水を

保有するサプレッション・チェンバ及び機器を支持する支持構造物等から構成される。 

ドライウェル及びサプレッション・チェンバの外表面（底部コンクリートマット部は

除く），内表面とも鋼板に塗装が施されている。 

東海第二の原子炉格納容器の構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉格納容器主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2 に

示す。 
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図 2.1-1 原子炉格納容器構造図
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ダイアフラムフロア 

ベローズ 

⑤ 主フランジボルト 

⑥ ガスケット 

⑦ スタビライザ 

⑧ 上部シアラグ 

⑨ スプレイヘッダ 
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⑪ 格納容器床ドレンサンプ 

⑫ サポート 

⑬ アンカーボルト 
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表 2.1-1 原子炉格納容器主要部位の使用材料 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ

の維持 耐圧 

ドライウェル 

上鏡，円錐胴 炭素鋼 

ダイアフラムフロ

ア（ガーダ） 
炭素鋼 

ダイアフラムフロ

アベローズ 
エチレンプロピレンゴム 

主フランジボルト 低合金鋼 

ガスケット （消耗品） 

機器の支持 支持 
スタビライザ 炭素鋼 

上部シアラグ 炭素鋼 

その他 その他 

スプレイヘッダ 炭素鋼 

コリウムシールド ジルコニア 

格納容器床ドレン

サンプ 
ステンレス鋼 

サポート ステンレス鋼 

アンカーボルト ステンレス鋼 

バウンダリ

の維持 耐圧 

サプレッショ

ン・チェンバ 

本体，サンドクッシ

ョン部（鋼板） 炭素鋼 

底部コンクリート

マット(ライナープ

レート) 
炭素鋼 

真空破壊弁 炭素鋼 

リングガーダ 炭素鋼 

機器の支持 支持 
基礎ボルト 低合金鋼 

下部シアラグ 炭素鋼 

その他 その他 

スプレイヘッダ 炭素鋼 

ダウンカマパイプ 炭素鋼 

クエンチャ ステンレス鋼 

ストレーナ ステンレス鋼 

 

表 2.1-2 原子炉格納容器の使用条件 

 ドライウェル サプレッション・チェンバ 

高使用圧力 
310 kPa(内圧) 

 14 kPa(外圧) 

310 kPa(内圧) 

 14 kPa(外圧) 

高使用温度 171 ℃ 104.5 ℃ 

内部流体 窒素 窒素，純水 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

  原子炉格納容器の機能である場合である格納容器外への放射性物質の漏えい防止機

能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) 機器の支持 

(3) その他 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

原子炉格納容器について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開し

た上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（流体の種類，応力，温度等）及び現

在までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 で示すとおり，想定される経年劣化事象を抽

出した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

ガスケットは消耗品であり，設計時に長期使用せず取替を前提としていることか

ら高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. ドライウェル（上鏡，円錐胴），サプレッション･チェンバ本体（気中部），上部

及び下部シアラグの腐食（全面腐食） 

ドライウェル（上鏡，円錐胴），サプレッション･チェンバ本体（気中部）, 上部

及び下部シアラグの材料は炭素鋼であり腐食が想定されるが，表面に塗装を施すこ

とにより腐食を防止し，必要に応じて補修塗装を行うこととしていることから，腐

食が発生する可能性は小さい。 

上述のうちドライウェル（円錐胴），上部及び下部シアラグの外表面は，直接目

視点検が出来ない構造であるが，上下に位置するドライウェル（上鏡）及びサプレ

ッション･チェンバ本体（気中部）の外表面について目視点検により塗膜の健全性

を確認しており，同様な材料及び使用環境であることから，腐食が発生する可能性

は小さい。 

また，定期的に原子炉格納容器全体漏えい率試験によりバウンダリの健全性を確

認するとともに，同試験前の可視範囲の目視点検において塗膜の健全性を確認して

いる。 

これまでに有意な腐食は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因

があるとは考え難い。 

なお，運転期間延長認可申請に際して実施した特別点検において，原子炉格納容

器の鋼板の塗装に対して可視範囲の目視確認を実施した結果，原子炉格納容器の健

全性に影響を与えるような劣化は認められなかった。 

したがって，ドライウェル（上鏡，円錐胴），サプレッション･チェンバ本体（気

中部），上部及び下部シアラグの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき

事象ではないと判断する。 
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b. サプレッション･チェンバ本体（水中部）の腐食(全面腐食) 

サプレッション･チェンバ本体（水中部）の材料は炭素鋼であり腐食が予想され

るが，耐水性・密着性に優れたエポキシ系及びジンクリッチ等の塗装を施すことに

より腐食を防止し，必要に応じて補修塗装を行うこととしていることから，腐食が

発生する可能性は小さい。 

また，開放点検時の目視点検において有意な腐食は確認されておらず，肉厚測定

を実施し有意な減肉がないことを確認しており，今後もこれらの傾向が変化する要

因があるとは考え難い。 

なお，運転期間延長認可申請に際して実施した特別点検において，原子炉格納容

器の鋼板の塗装に対して可視範囲の目視確認を実施した結果，原子炉格納容器の健

全性に影響を与えるような劣化は認められなかった。 

したがって，サプレッション･チェンバ本体（水中部）の腐食(全面腐食)は，高

経年化対策上着目すべき事象ではないと判断する。 

 

c. 底部コンクリートマット（ライナープレート）の腐食（全面腐食） 

底部コンクリートマット（ライナープレート）の材料は炭素鋼であり腐食が予想

されるが，内表面は耐水性・密着性に優れたエポキシ系及びジンクリッチ等の塗装

を施すことにより腐食を防止し，必要に応じて補修塗装を行うこととしていること

から，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，これまでの目視点検において有意な腐食は確認されておらず，肉厚測定を

実施し有意な減肉がないことを確認しており，今後もこれらの傾向が変化する要因

があるとは考え難い。 

なお，運転期間延長認可申請に際して実施した特別点検において，原子炉格納容

器の鋼板の塗装に対して可視範囲の目視確認を実施した結果，原子炉格納容器の健

全性に影響を与えるような劣化は認められなかった。 

したがって，底部コンクリートマット（ライナープレート）の腐食（全面腐食）

は，高経年化対策上着目すべき事象ではないと判断する。 
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d. サンドクッション部（鋼板），リングガーダの腐食（全面腐食） 

サンドクッション部（鋼板），リングガーダの材料は炭素鋼であり腐食が予想さ

れるが，外表面は塗装を施しており，腐食が発生する可能性は小さい。 

サンドクッション部（鋼板）については，外表面の埋設部について目視点検を実

施しており，有意な腐食のないことを確認している。 

また，サプレッション･チェンバ本体（水中部）の肉厚測定を実施し，有意な減

肉のないことを確認しており，このことからも，サンドクッション部（鋼板）に有

意な腐食がないことを確認している。 

なお，オイスタークリーク発電所において，原子炉格納容器上部からの漏えい水

がサンドクッション部に流入し，ドレン管が閉塞していたために当該部の胴板が腐

食した事例があるが，東海第二の原子炉格納容器上部は，溶接構造により漏えい水

の流れ込みを防止している。 

一方リングガーダは，直接目視による塗膜の状況は確認できないが、直上のサン

ドクッション部（鋼板）と同様な材料及び使用環境であることから，腐食の可能性

は小さく，今後も，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い｡ 

したがって，サンドクッション部（鋼板），リングガーダの腐食（全面腐食）は，

高経年化対策上着目すべき事象ではないと判断する。 

 

e. ダイアフラムフロア（ガーダ），スタビライザの腐食（全面腐食） 

ダイアフラムフロア（ガーダ）及びスタビライザの材料は炭素鋼であり腐食が想

定されるが，通常運転中は窒素雰囲気中であること及び表面に塗装を施すことによ

り腐食を防止し，必要に応じて補修塗装を行うこととしていることから，腐食が発

生する可能性は小さい。 

また，これまでの目視点検において有意な腐食は確認されておらず，今後もこれ

らの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ダイアフラムフロア（ガーダ），スタビライザの腐食（全面腐食）

は，高経年化対策上着目すべき事象ではないと判断する。 

 

f. 主フランジボルトの腐食（全面腐食） 

主フランジボルトは低合金鋼であり腐食が想定されるが，定期検査時にボルトを

取外した際の目視点検では有意な腐食は認められておらず，今後もこれらの傾向が

変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，主フランジボルトの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 
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g. 真空破壊弁の腐食（全面腐食） 

真空破壊弁の材料は炭素鋼であり腐食が想定されるが，通常運転中は窒素雰囲気

中であること及び表面に塗装を施すことにより腐食を防止し, 必要に応じて補修

塗装を行うこととしていることから，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，これまでの目視点検において有意な腐食は確認されておらず，今後もこれ

らの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，真空破壊弁の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

h. ドライウェルスプレイヘッダ，サプレッション･チェンバスプレイヘッダ及びダ

ウンカマパイプの腐食（全面腐食） 

ドライウェルスプレイヘッダ，サプレッション･チェンバスプレイヘッダ及びダ

ウンカマパイプの材料は炭素鋼であり腐食が想定される。 

ドライウェルスプレイヘッダ，サプレッション･チェンバスプレイヘッダの外面

及びダウンカマパイプの内外面は塗装を施すことにより腐食を防止し, 必要に応

じて補修塗装を行うこととしていることから，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，これまでの目視点検において有意な腐食は確認されておらず，今後もこれ

らの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

ドライウェルスプレイヘッダ，サプレッション・チェンバスプレイヘッダの内面

は塗装が施されていないが，長期保守管理方針に基づく保全計画に従い，2009 年

（第 24 回定期検査中）にファイバースコープを用いた配管内面点検を実施した結

果, 有意な腐食は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があると

は考え難い。 

したがって，ドライウェルスプレイヘッダ，サプレッション･チェンバスプレイ

ヘッダ及びダウンカマパイプの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき事

象ではないと判断する。 

 

i. ダイアフラムフロアベローズの硬化 

ダイアフラムフロアベローズは，エチレンプロピレンゴム製であり，硬化の発生

が想定される。ダイアフラムフロアベローズは重大事故等への対策として耐熱性を

向上した改良エチレンプロピレンゴムに交換するが，同一環境にテストピースを配

備することとしており，テストピースの定期的な硬度測定及び目視点検を実施して

いくことで，ダイアフラムフロアベローズの健全性が確認できる。 

また通常運転中の環境は旧ベローズのときと変化はなく，今後もこれらの傾向が

変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ダイアフラムフロアベローズの硬化は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 
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j. ストレーナの閉塞 

非常用炉心冷却系ストレーナはポンプ起動時に，長期供用に伴いサプレッショ

ン･チェンバ内に堆積したデブリ等の影響で閉塞が想定される。しかし，サーベラ

ンスや定期検査において非常用炉心冷却機能の健全性確認を実施しており，これま

でストレーナの閉塞は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があ

るとは考え難い。 

なお，サプレッション･チェンバは清掃，目視点検を実施しており，炉心冷却機

能に影響を及ぼす閉塞が発生する可能性は小さい。 

また，更なる信頼性向上の観点から，第 23 回定期検査においてストレーナの閉

塞対策として同ストレーナの大型化を実施している。 

したがって，ストレーナの閉塞は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食） 

基礎ボルトは低合金鋼であり，基礎ボルト全体がコンクリートに埋設されている

ことから，コンクリートが中性化した場合に腐食の発生が想定されるが，実機コン

クリートにおけるサンプリング結果では中性化は殆ど確認されておらず，腐食が発

生する可能性はない。 

したがって，基礎ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

b. スタビライザ，上部及び下部シアラグの摩耗 

スタビライザ，上部及び下部シアラグは摺動部を有しているため摩耗が想定され

るが，地震等により摺動するものであり，発生回数が非常に少ないため，摩耗の進

展はない。 

したがって，スタビライザ，上部及び下部シアラグの摩耗は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 



 

 

表 2.2-1(1/2)  原子炉格納容器に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 部位 
消耗品・

定期取替品 材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力腐

食割れ 熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 
耐圧 

ドライウェル（上鏡，円錐胴）  炭素鋼  △      *1: 水中部 

*2：気中部 

*3: 硬化 

サプレッション･チェンバ本体  炭素鋼  △*1*2      

底部コンクリートマット（ライナ

ープレート） 
 炭素鋼  △      

サンドクッション部（鋼板）  炭素鋼  △      

ダイアフラムフロア（ガーダ）  炭素鋼  △      

ダイアフラムフロアベローズ  エチレンプロピレンゴム      △＊3  

主フランジボルト  低合金鋼  △      

ガスケット ◎ ―        

真空破壊弁  炭素鋼  △      

リングガーダ  炭素鋼  △      

機器の支持 支持 

基礎ボルト  低合金鋼  ▲      

スタビライザ  炭素鋼 ▲ △      

上部シアラグ  炭素鋼 ▲ △      

下部シアラグ  炭素鋼 ▲ △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 

－
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1-
11

 －
 



 

 

表 2.2-1(2/2)  原子炉格納容器に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 部位 
消耗品・

定期取替品 材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力腐

食割れ 熱時効 劣化

その他 その他 

ドライウェルスプレイヘッダ  炭素鋼  △      *1: 閉塞 

コリウムシールド  ジルコニア        

格納容器床ドレンサンプ  ステンレス鋼        

サポート  ステンレス鋼        

アンカーボルト  ステンレス鋼        

サプレッション・チェンバスプレ

イヘッダ  炭素鋼  △      

ダウンカマパイプ  炭素鋼  △      

クエンチャ  ステンレス鋼        

ストレーナ  ステンレス鋼       △＊1

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

 

－
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 －
 



 

 

 

 

2.2 機械ペネトレーション 

 

 

［対象機器］ 

① 配管貫通部（ベローズ式） 

② 配管貫通部（固定式） 

③ 機器搬入口 

④ エアロック 

⑤ ハッチ及びマンホール 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している機械ペネトレーションの主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらの機械ペネトレーションを部位，型式の観点からグループ化し，それぞれのグルー

プより以下のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

部位，型式を分類基準とし，機械ペネトレーションを表 1-1 に示すとおりグループ化す

る。 

部位は，配管貫通部，機器搬入口，エアロック，ハッチ及びマンホールに分類され，配

管貫通部の型式は，ベローズ式，固定式に分類される。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度， 高使用温度及び配管口径の観点から代表

機器を選定する。 

 

(1) 配管貫通部（ベローズ式） 

大口径で高温となる配管貫通部に使用されるもので，プラントの起動・停止時等の熱

膨張差による変位を吸収するため，ベローズを取付けている。ベローズ式については，

重要度及び 高使用温度が同等であり，配管口径の大きい主蒸気系（X-18A～D）を代表

機器とする。 

配管貫通部の構造図を，図 1-1 に示す。 

 

(2) 配管貫通部（固定式） 

低温又は小口径の配管貫通部で熱膨張差による変位のないもの，又は拘束部に発生す

る荷重が小さい場合に使用される。固定式については，重要度が同等であることから，

高使用温度が高く，配管口径の大きい主蒸気隔離弁漏えい抑制系（X-200A，B）を代

表機器とする。 

なお，構造の相違により配管貫通部（固定式）を固定式-1 又は固定式-2 と称す。 

配管貫通部の構造図を，図 1-1 に示す。 

 

(3) 機器搬入口 

このグループには，格納容器機器搬入口ハッチ及びサプレッション・チェンバ機器搬

入口が属するが，重要度が同等であるため， 高使用温度の高い格納容器機器搬入口ハ

ッチを代表機器とする。 

 

(4) エアロック 

このグループには，パーソナルエアロックのみが属するため，これを代表機器とする。 

 



－ 2.2-2 － 

(5) ハッチ及びマンホール 

このグループには，CRD 搬出入口ハッチのみが属するため，これを代表機器とする。 



 

 

－
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表 1-1（1/5） 機械ペネトレーションのグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 
ペネトレーション

番号 
使用用途 

選定基準 
選定 選定理由 

部位 型式 重要度*1 
高使用温度
（℃） 

配管口径
（A） 

配管貫通部 ベローズ式 

X-18A～D 主蒸気系 MS-1，重*2 302 650 ◎ 重要度 

X-17A，B 給水系 MS-1，重*2 302 500  高使用温度 

X-20 残留熱除去系（供給） MS-1，重*2 302 500  口径 

X-6 高圧炉心スプレイ系 MS-1，重*2 302 300   

X-8 低圧炉心スプレイ系 MS-1，重*2 302 300   

X-12A～C 低圧注水系 MS-1，重*2 302 300   

X-19A，B 残留熱除去系（戻り） MS-1，重*2 302 300   

X-21 原子炉隔離時冷却系（蒸気供給) MS-1，重*2 302 250   

X-2 原子炉圧力容器ヘッドスプレイ MS-1，重*2 302 150   

X-14 原子炉冷却材浄化系 MS-1，重*2 302 150   

X-22 復水ドレン MS-1，重*2 302 80   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち， 上位の重要度クラスを示す  

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

 



 

 

－
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表 1-1（2/5） 機械ペネトレーションのグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 
ペネトレーション

番号 
使用用途 

選定基準 
選定 選定理由 

部位 型式 重要度*1 
高使用温度
（℃） 

配管口径
（A） 

配管貫通部 固定式-1 

X-38 再循環系ポンプシールパージ，格納容器計装，
主蒸気配管計装 

MS-1，重*2 302 25   

X-29D 再循環系サンプリング MS-1，重*2 302 25    

X-13 ほう酸水注入系 MS-1，重*2 302 40    

X-60 残留熱除去系熱交換器安全弁排気（閉止） MS-1，重*2 171 450*3    

X-62 残留熱除去系熱交換器安全弁排気（閉止） MS-1，重*2 171 450*3    

X-57 過酷事故時代替注水系，制御用空気系 MS-1，重*2 171 100    

X-52A，B 可燃性ガス濃度制御系，予備 MS-1，重*2 171 150    

X-76 可燃性ガス濃度制御系 MS-1，重*2 171 50    

X-10A～D 制御棒駆動水圧系（引抜） MS-1，重*2 66 20    

X-9A～D 制御棒駆動水圧系（挿入） MS-1，重*2 66 25    

X-58 脱塩水供給 MS-1，重*2 66 50    

X-55 制御用空気系，燃料プール水浄化系 MS-1，重*2 66 50    

X-107B ドライウェル除湿系 MS-1，重*2 66 150    

X-56 ドライウェル除湿系，制御用空気系，予備 MS-1，重*2 66 150    

X-71A，B 制御用空気系（真空破壊弁） MS-1，重*2 66 25    

X-69A，B 再循環系制御弁油圧駆動系 MS-1，重*2 80 25    

X-29C 原子炉圧力容器フランジ漏えい検出 MS-1，重*2 302 25    

X-30 主蒸気配管計装 MS-1，重*2 302 25    

X-39 原子炉圧力容器計装，高圧炉心スプレイ系計装 MS-1，重*2 302 25    

X-40 格納容器計装，格納容器ガスモニタリング，主
蒸気配管計装，格納容器漏えい試験盤 

MS-1，重*2

 
302 25    

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち， 上位の重要度クラスを示す   

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：スリーブ径を示す 



 

 

－
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表 1-1（3/5） 機械ペネトレーションのグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 
ペネトレーション

番号 
使用用途 

選定基準 
選定 選定理由 

部位 型式 重要度*1 
高使用温度
（℃） 

配管口径
（A） 

配管貫通部

固定式-1 

X-41A，B 原子炉隔離時冷却系蒸気側配管計装 MS-1，重*2 302 25   

X-42 格納容器計装，主蒸気配管計装 MS-1，重*2 302 25   

X-43 予備 MS-1，重*2 302 20   

X-44A～D ジェットポンプ計装 MS-1，重*2 302 25   

X-54A～D 再循環系計装 MS-1，重*2 302 25   

X-66A，B 
残留熱除去系配管計装，低圧炉心スプレイ系配
管計装，ボトムライナー漏えい検出 

MS-1，重*2 302 25  
 

X-87～90 蒸気流量計測 MS-1，重*2 302 25   

固定式-2 

X-200A，B 主蒸気隔離弁漏えい抑制系 MS-1，重*2 302 100 ◎ 重要度 

X-3，79 不活性ガス系（排気） MS-1，重*2 171 500  高使用温度 

X-53，80 不活性ガス系（給気） MS-1，重*2 171 500  口径 

X-203 可燃性ガス濃度制御系 MS-1，重*2 171 50   

X-4 原子炉隔離時冷却系 MS-1，重*2 135 350   

X-23 床ドレン系 MS-1，重*2 105 80   

X-24 機器ドレン系 MS-1，重*2 105 80   

X-32，35，36 残留熱除去系 MS-1，重*2 100 600   

X-47，48 残留熱除去系 MS-1，重*2 100 400   

X-31 高圧炉心スプレイ系 MS-1，重*2 100 600   

X-34 低圧炉心スプレイ系 MS-1，重*2 100 600   

X-49 高圧炉心スプレイ系 MS-1，重*2 100 300   

X-63 低圧炉心スプレイ系 MS-1，重*2 100 300   

X-77 原子炉隔離時冷却系 MS-1，重*2 88 50   

X-78 予備 MS-1，重*2 － 80   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち， 上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す  

 



 

 

－
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表 1-1（4/5） 機械ペネトレーションのグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 
ペネトレーション

番号 
使用用途 

選定基準 
選定 選定理由 

部位 型式 重要度*1 
高使用温度
（℃） 

配管口径
（A） 

配管貫通部 固定式-2 

X-11A，B 残留熱除去系（格納容器スプレイ） MS-1，重*2 77 400   

X-25A，B 
残留熱除去系（サプレッション・チェンバスプレ
イ） 

MS-1，重*2 77 100   

X-33 原子炉隔離時冷却系 MS-1，重*2 77 200   

X-5，46 原子炉補機冷却系 MS-1，重*2 66 200   

X-26 予備 MS-1，重*2 － 400*3   

X-59 予備 MS-1，重*2 － 400*3   

X-106A 予備 MS-1，重*2 －   300*3   

X-7 予備 MS-1，重*2 －   300*3   

X-67 予備 MS-1，重*2 － 300   

X-29A，B γラジエーションセンサ CH-A（CH-B） MS-1，重*2 171 250*3   

X-201A，B 
X-202A，B 

予備 MS-1，重*2 － 80*3   

X-37A，B 予備 MS-1，重*2 － 50*3   

X-64A～D サプレッション・チェンバ計装 MS-1，重*2   104.5 50   

X-83 サンプリング系 MS-1，重*2   104.5 20   

X-65，68 予備 MS-1，重*2 － 50*3   

X-70 サプレッション・チェンバ計装 MS-1，重*2   104.5 50   

X-73～75 サンプリング系 MS-1，重*2 171 20   

X-82 サンプリング系 MS-1，重*2 171 50   

X-27A～F 移動式炉心内校正装置ドライブ MS-1，重*2  66 10   

X-81 予備 MS-1，重*2 － 40   

X-84A～D， 
X-85A，B X-86A～D

原子炉水位および圧力計測 MS-1，重*2 302 25   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち， 上位の重要度クラスを示す  

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：スリーブ径を示す 



 

 

－
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表 1-1（5/5） 機械ペネトレーションのグループ化及び代表機器の選定 

 分類基準 
ペネトレーション

番号 
使用用途 

選定基準 
選定 選定理由 

部位 型式 重要度*1 
高使用温度
（℃） 

胴内径
（mm）

機器搬入口 － 
X-15 格納容器機器搬入口ハッチ MS-1，重*2 171 3，658 ◎ 重要度 

X-51 サプレッション・チェンバ機器搬入口 MS-1，重*2   104.5 1，982  高使用温度 

エアロック － X-16 パーソナルエアロック MS-1，重*2 171 2，400 ◎  

ハッチ及びマ

ンホール 
－ 

X-28 CRD搬出入口ハッチ MS-1，重*2 171 547.6 ◎  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち， 上位の重要度クラスを示す  

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す



 

－ 2.2-8 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ベローズ式】 

図 1-1 配管貫通部構造図 

【固定式-1】 

 

原子炉格納 
容器（内側） 

原子炉格納 
容器（内側） 

原子炉格納 
容器（内側） 

原子炉格納
容器（外側） 

【固定式-2】 

原子炉格納
容器（外側） 

原子炉格納
容器（外側） 

原子炉
格納容器 

原子炉
格納容器 

原子炉
格納容器 

管台 ベローズ

管台

管台

配管 

配管 

ベローズ部詳細 

ベローズカバー

配管
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1 章で代表機器とした以下の機械ペネトレーションについて技術評価を実施す

る。 

① 主蒸気系配管貫通部（ベローズ式） 

② 主蒸気隔離弁漏えい抑制系配管貫通部（固定式-2） 

③ 格納容器機器搬入口ハッチ 

④ パーソナルエアロック 

⑤ CRD 搬出入口ハッチ 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 配管貫通部（ベローズ式，固定式-2） 

(1) 構造 

東海第二の主蒸気系配管貫通部（ベローズ式）及び主蒸気隔離弁漏えい抑制系配管

貫通部（固定式-2）の構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の主蒸気系配管貫通部（ベローズ式）及び主蒸気隔離弁漏えい抑制系配管

貫通部（固定式-2）主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2 に示す。 
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  No. 部位 

① 管台 

② ベローズ 

No. 部位 

① 管台 

主蒸気系配管貫通部（ベローズ式） 

主蒸気隔離弁漏えい抑制系配管貫通部（固定式） 

図 2.1-1 配管貫通部構造図 

①  

② 

①  

原子炉格納容器 

内側 外側 

内側 外側 

ベローズ部詳細

ベローズカバー

原子炉
格納容器 

配管
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表 2.1-1 主蒸気系配管貫通部（ベローズ式）及び主蒸気隔離弁漏えい抑制系 

配管貫通部（固定式-2）主要部位の使用材料 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
配管貫通部 部位 材料 

バウンダリ

の維持 

耐圧 主蒸気系配管貫通部 

（ベローズ式） 

管台 炭素鋼 

ベローズ ステンレス鋼 

主蒸気隔離弁 

漏えい抑制系 

（固定式-2） 

管台 炭素鋼 

 

 

表 2.1-2 主蒸気系配管貫通部（ベローズ式）及び主蒸気隔離弁漏えい抑制系 

配管貫通部（固定式-2）の使用条件 

配管貫通部 
主蒸気系配管貫通部 

（ベローズ式） 

主蒸気隔離弁漏えい抑制系 

配管貫通部（固定式-2） 

高使用圧力＊１ 8.62 MPa 8.62 MPa 

高使用温度＊１ 302 ℃ 302 ℃ 

    ＊1：貫通配管の使用条件 
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2.1.2 格納容器機器搬入口ハッチ 

(1) 構造 

東海第二の格納容器機器搬入口ハッチは円筒型であり，原子炉格納容器に 1個設置

されている。 

格納容器機器搬入口ハッチの構造図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の格納容器機器搬入口ハッチ主要部位の使用材料を表 2.1-3 に，使用条件

を表 2.1-4 に示す。 
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No. 部位 

① 胴 

② 蓋 

③ ガスケット

④ 取付ボルト

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-2 格納容器機器搬入口ハッチ構造図

CRD 搬出入口 
ハッチにて評価 

④ 

② 

③ 

① 

原子炉格納容器 

内側 外側 
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表 2.1-3 格納容器機器搬入口ハッチ主要部位の使用材料 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ

の維持 

耐圧 胴 炭素鋼 

蓋 炭素鋼 

ガスケット （消耗品） 

取付ボルト 炭素鋼 

 

 

表 2.1-4 格納容器機器搬入口ハッチの使用条件 

高使用圧力 
310 kPa（内圧） 

 14 kPa（外圧） 

高使用温度 171 ℃ 
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2.1.3 パーソナルエアロック 

(1) 構造 

東海第二のパーソナルエアロックは円筒 2重扉式であり，原子炉格納容器に 1個設

置されている。 

胴と原子炉格納容器の内側及び外側に1枚ずつ設けられた扉により構成された構造

となっている。 

東海第二のパーソナルエアロックの構造図を図 2.1-3 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二のパーソナルエアロック主要部位の使用材料を表 2.1-5 に，使用条件を表

2.1-6 に示す。 
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No. 部位 

① 胴 

② 扉 

③ ガスケット

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-3 パーソナルエアロック構造図

③ 

① 

② ② ③ 

原子炉格納容器 

内側 外側 
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表 2.1-5 パーソナルエアロック主要部位の使用材料 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ

の維持 

耐圧 胴 炭素鋼 

扉 炭素鋼 

ガスケット （消耗品） 

 

 

表 2.1-6 パーソナルエアロックの使用条件 

高使用圧力 
310 kPa（内圧） 

 14 kPa（外圧） 

高使用温度 171 ℃ 

 



 

－ 2.2-18 － 

2.1.4 CRD 搬出入口ハッチ 

(1) 構造 

東海第二の CRD 搬出入口ハッチは円筒型であり，原子炉格納容器（格納容器機器搬

入口ハッチ）に 1個設置されている。 

CRD 搬出入口ハッチの構造図を図 2.1-4 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の CRD 搬出入口ハッチ主要部位の使用材料を表 2.1-7 に，使用条件を表

2.1-8 に示す。 
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No 部位 

① 胴 

② 蓋 

③ ガスケット

④ 取付ボルト

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-4 CRD 搬出入口ハッチ構造図

④ 
① 

② 

③ 

内側 外側 

格納容器機器搬入口ハッチ 
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表 2.1-7 CRD 搬出入口ハッチ主要部位の使用材料 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ

の維持 

耐圧 胴 炭素鋼 

蓋 炭素鋼 

ガスケット （消耗品） 

取付ボルト 炭素鋼 

 

 

表 2.1-8 CRD 搬出入口ハッチの使用条件 

高使用圧力 
310 kPa（内圧） 

 14 kPa（外圧） 

高使用温度 171 ℃ 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

機械ペネトレーションとしての機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

機械ペネトレーションについて，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展

開した上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（圧力，温度）及び現在までの運転

経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1

で○又は△，▲）。  

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

ガスケットは消耗品であり，設計時に長期使用せず取替を前提としていることから

高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. ベローズの疲労割れ［主蒸気系配管貫通部（ベロ－ズ式）］ 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 耐圧構成品の腐食（全面腐食）［共通］ 

機械ペネトレーションの耐圧構成品（管台，胴，蓋，扉）の材料は炭素鋼であり，

腐食が発生する可能性がある。 

しかしながら，機械ペネトレーションの内外面の表面は，塗装を施しているため，

腐食が発生する可能性は小さい。耐圧構成品のうち，気中部に設置されている機械

ぺネトレーション（管台の内表面及び胴の外表面）は，一部直接目視できない構造

であるが，管台又は胴が取り付けられているドライウェル（円錐胴）及びサプレッ

ション・チェンバ本体（気中部）の内外表面について目視点検により塗膜の健全性

を確認しており，同様な材料及び使用環境であることから，腐食の発生する可能性

は小さい。 

また，目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は，必要

に応じ補修塗装を実施することとしている。 

機械ペネトレーションの耐圧構成品については，定期検査時の原子炉格納容器漏

えい率検査においてバウンダリ機能の健全性を確認しており，これまでの検査にお

いて異常は認められていない。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 取付ボルトの腐食（全面腐食）［格納容器機器搬入口ハッチ，CRD 搬出入口ハッチ］ 

取付ボルトの材料は炭素鋼であり，大気に接触していることから腐食が想定され

るが，開放点検時に手入れ・清掃を行うことにより健全性は維持されている。 

これまでの点検結果から有意な腐食は確認されておらず，今後もこれらの傾向が

変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 
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c. ベローズの貫流型応力腐食割れ［主蒸気系配管貫通部（ベロ－ズ式）］ 

ベローズの材料はステンレス鋼であり， 大気中の海塩粒子に含まれる塩化物イオ

ンにより，外面から貫粒型応力腐食割れの発生が想定されるが，ベローズは大気が

接触し難いカバー構造であること及び原子炉建屋内機器の塩分測定において，代表

箇所における定期的な目視点検及び付着塩分量測定を実施しており，その結果によ

り必要に応じ機器外面清掃及び浸透探傷検査を実施することとしている。 

また，東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼への塩分付着を防止

している。 

したがって，ベローズの貫粒型応力腐食割れは高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる

経年劣化事象（日常劣化管理事象外） 

 

a. 管台の疲労割れ［主蒸気隔離弁漏えい抑制系配管貫通部（固定式-2）］ 

管台は内部流体の温度変化に伴い疲労が蓄積することが想定されるが，固定式配

管貫通部の内部流体温度は低く，温度変動幅も小さく，通常運転時は原子炉格納容

器内温度と同程度であるため有意な熱過渡を受けることはない。 

したがって，管台の疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 
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表 2.2-1（1/4） 配管貫通部（ベローズ式・固定式-2）に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期取替

品 

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労 
割れ 

応力腐
食割れ 熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 管台  炭素鋼  △ ▲*1     *1:固定式-2 

*2:貫粒型応力腐

食割れ ベローズ  ステンレス鋼   ○ △*2    

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 

 

 



 

 

－
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表 2.2-1（2/4） 格納容器機器搬入口ハッチに想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期取替

品 

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労 
割れ 

応力腐
食割れ 熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 胴  炭素鋼  △      
 

蓋  炭素鋼  △      

ガスケット ◎ －        

取付ボルト  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



 

 

－
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表 2.2-1（3/4） パーソナルエアロックに想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期取替

品 

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労 
割れ 

応力腐
食割れ 熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 胴  炭素鋼  △      
 

扉  炭素鋼  △      

ガスケット ◎ －        

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

 

 



 

 

－
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表 2.2-1（4/4） CRD 搬出入口ハッチに想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部品 

消耗品・

定期取替

品 

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労 
割れ 

応力腐
食割れ 熱時効 劣化 

バウンダリ

の維持 

耐圧 胴  炭素鋼  △      
 

蓋  炭素鋼  △      

ガスケット ◎ －        

取付ボルト  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) ベローズの疲労割れ［主蒸気系配管貫通部（ベロ－ズ式）］ 

a. 事象の説明 

主蒸気系配管貫通部（ベロ－ズ式）のベローズは，プラントの起動・停止等の熱過

渡により，疲労が蓄積される可能性がある。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

疲労評価は，図 2.3-1 に示す評価部位に対して日本機械学会「発電用原子力設備

規格 設計・建設規格 JSME S NC1-2005（2007 年追補版を含む）（以下，「設計・建設

規格」という）に基づき疲労評価した。 

過渡回数は，運転期間延長認可申請に伴う評価として，2016 年度 11 月時点までの

運転実績に基づき推定した2016年度以降の評価対象期間での推定過渡回数を包含し，

より保守的*に設定した過渡回数とした。評価用過渡条件を表 2.3-1 に示す。 

*：評価条件として，2011 年 3 月から 2020 年 8 月末まで冷温停止状態，2020 年 9

月以降の過度回数発生頻度は実績の 1.5 倍を想定した。 

この結果，表 2.3-2 に示すとおり，疲労累積係数は運転開始後 60 年時点において

も許容値以下であり，疲労割れ発生の可能性は小さいと判断する。 

 

② 現状保全 

主蒸気系配管貫通部（ベロ－ズ式）のベローズについては，定期検査時の原子炉

格納容器漏えい率検査において，バウンダリ機能の健全性を確認している。 

また，高経年化技術評価に合わせて実過渡回数に基づく評価を実施することとし

ている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果より，疲労割れが発生する可能性は十分小さいと考えるが，疲労

評価は実過渡回数に依存するため，今後も実過渡回数を把握し評価する必要がある。 

また，当該部は，定期検査時の原子炉格納容器全体漏えい率検査によりバウンダ

リ機能の健全性は確認可能であることから，現状の保全は点検手法として適切であ

ると判断する。 

 

c. 高経年化への対応 

主蒸気系配管貫通部（ベロ－ズ式）の疲労割れについては，高経年化対策の観点か

ら留意すべき項目はない。  

今後も，定期検査時の原子炉格納容器全体漏えい率検査を実施していくとともに，

継続的に実過渡回数の確認を行い，運転開始後 60 年時点の推定過渡回数を上回らない

ことを確認する。 
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図 2.3-1 主蒸気配管貫通部（ベロ－ズ式）の疲労評価部位 

ベローズ 
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表 2.3-1 主蒸気系配管貫通部（ベロ－ズ式）の評価用過渡条件 

運転条件 

運転実績に基づく 

過渡回数 

（2016年 11月時点） 

60 年目推定 

耐圧試験 72 132 

起動（昇温） 65 110 

起動（タービン起動） 65 110 

スクラム（タービントリップ） 16 22 

スクラム（原子炉給水ポンプ停止） 3 6 

スクラム（その他） 20 24 

停止 65 111 

ボルト取外し 26 49 

 

表 2.3-2 主蒸気系配管貫通部（ベローズ式）の疲労評価結果 

貫通部 部位 

運転実績回数に基づく疲労累積係数 

（許容値：1以下） 

設計・建設規格の疲労線図による評価 

現時点 

（2016 年 11 月時点）

運転開始後 
60 年時点 

主蒸気配管貫通部 ベローズ 0.0043 0.0071 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

   ① 配管貫通部（主蒸気系（ベローズ式）及び主蒸気隔離弁漏えい抑制系配管貫通部以 

外） 

② サプレッション・チェンバ機器搬入口 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

a. ベローズの疲労割れ［主蒸気系以外の配管貫通部（ベローズ式）］ 

代表機器以外の配管貫通部（ベローズ式）のうち，プラントの起動・停止等，運転状

態の変化に伴う配管熱移動の影響が大きいと判断される部位は，給水系配管貫通部であ

る。この部位に対して代表機器と同様の評価を行い，表 3.3-1 に示すとおり問題のない

ことを確認した。 

その他の配管貫通部（ベローズ式）についても通常運転中は待機状態にある，又は原

子炉圧力容器と同時加圧・加温されており，主蒸気系及び給水系の疲労評価結果から問

題ないと考えられるため，配管貫通部（ベローズ式）の疲労割れに対しては，高経年化

対策の観点から留意すべき項目はないと判断する。 

今後も，定期検査時の原子炉格納容器全体漏えい率検査を実施していくとともに，給

水系配管貫通部（ベローズ式）については，継続的に実過渡回数の確認を行い，運転開

始後 60 年時点の推定過渡回数を上回らないことを確認する。 
 

表 3.3-1 給水系配管貫通部（ベローズ式）の疲労評価結果 

貫通部 部位 

運転実績回数に基づく疲労累積係数 

（許容値：1以下） 

設計・建設規格の疲労線図による評価 

現時点 

（2016 年 11 月時点） 

運転開始後 

60 年時点 

給水系配管貫通部 ベローズ 0.0039 0.0064 
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3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 耐圧構成品の腐食（全面腐食）［ドライウェル（円錐胴）及びサプレッション・

チェンバ本体（気中部）に設置される機械ぺネトレーション共通］ 

代表機器と同様，機械ペネトレーションの耐圧構成品（管台，胴，蓋，扉）の

材料は炭素鋼であり，腐食が発生する可能性がある。しかしながら，機械ペネト

レーションの内外面の表面は，塗装を施しているため，腐食が発生する可能性は

小さい。 
耐圧構成品のうち，気中部に設置されている機械ペネトレーション（管台の内

表面又は胴の外表面）は，一部直接目視できない構造であるが，管台又は胴に取

り付けられているドライウェル（円錐胴）及びサプレッション・チェンバ本体（気

中部）の内外表面について目視点検により塗膜の健全性を確認しており，同様な

材料及び使用環境であることから，腐食の発生する可能性は小さい。 
機械ペネトレーションの耐圧構成品［ドライウェル（円錐胴）及びサプレッシ

ョン・チェンバ本体（気中部）に設置される機械ぺネトレーション共通］につい

ては，定期検査時の原子炉格納容器漏えい率検査においてバウンダリ機能の健全

性を確認しており，これまでの検査において異常は認められていない。 
今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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b. 耐圧構成品の腐食（全面腐食）［サプレッション・チェンバ本体（水中部及びサ

ンドクッション部）に設置される機械ぺネトレーション共通］ 

サプレッション・チェンバ本体（水中部及びサンドクッション部）に設置され

る機械ペネトレーションの耐圧構成品（管台）の材料は炭素鋼であり，腐食が発

生する可能性がある。 
しかしながら，機械ペネトレーション（管台のうち，サプレッション・チェン

バ本体（水中部及びサンドクッション部））の外表面は，塗装を施しているため，

腐食が発生する可能性は小さい。このうち，サンドクッション部に設置されてい

る機械ペネトレーション（管台）は，直接目視できない構造であるが，管台が取

り付けられているサプレッション・チェンバ本体（気中部）の外表面について目

視点検により塗膜の健全性を確認しており，同様な材料及び使用環境であること

から，腐食の発生する可能性は小さい。 
機械ペネトレーション（管台のうち，サプレッション・チェンバ本体（水中部））

の内表面は，溶接継手により接続される配管又は弁の内表面と同様な材料及び使

用環境である。弁等の機器点検時に弁内面を確認しており，これまで有意な腐食

は確認されていない。 
機械ペネトレーションの耐圧構成品［サプレッション・チェンバ本体（水中部

及びサンドクッション部）に設置される機械ペネトレーション共通］については，

定期検査時の原子炉格納容器漏えい率検査においてバウンダリ機能の健全性を確

認しており，これまでの検査において異常は認められていない。 
今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
 

c. 取付ボルトの腐食（全面腐食）［サプレッション・チェンバ機器搬入口］ 

代表機器と同様，取付ボルトの表面は，ねじ部を除き塗装を施しているため，

腐食が発生する可能性は小さい。 
また，目視点検等にて塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要

に応じ補修を実施している。ねじ部については組立時にグリースの塗布を施して

おり，腐食の発生する可能性は小さい。 
これまでに有意な腐食は確認されておらず，今後もこの傾向が変化する要因は

考え難い。 
したがって，取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 
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d. ベローズの貫流型応力腐食割れ［主蒸気系以外の配管貫通部（ベロ－ズ式）共通］ 

代表機器と同様，ベローズの材料はステンレス鋼であり， 大気中の海塩粒子に

含まれる塩化物イオンにより，外面から貫粒型応力腐食割れの発生が想定される

が，ベローズは大気が接触し難いカバー構造であること及び原子炉建屋内機器の

塩分測定において，代表箇所における定期的な目視点検及び付着塩分量測定を実

施しており，その結果により必要に応じ機器外面清掃及び浸透探傷検査を実施す

ることとしている。 

また，東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼への塩分付着を防

止している。 

したがって，ベローズの貫粒型応力腐食割れは高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 管台の疲労割れ［配管貫通部（固定式-1，2）共通］ 

代表機器と同様，固定式配管貫通部の内部流体温度は低く，温度変動幅も小さ

く，通常運転時は格納容器内温度と同程度であるため有意な熱過渡を受けること

はないと考えられる。 

したがって，管台の疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 
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2.3 電気ペネトレーション 
 

 

〔対象電気ペネトレーション〕 

① 核計装用モジュール型電気ペネトレーション 

② 制御用モジュール型電気ペネトレーション 

③ 計測用モジュール型電気ペネトレーション 

④ 制御棒位置指示用モジュール型電気ペネトレーション 

⑤ 低圧動力用モジュール型電気ペネトレーション 

⑥ 高圧動力用モジュール型電気ペネトレーション 
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１．対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している電気ペネトレーションの主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらの電気ペネトレーションを型式及びシール材料の観点からグループ化し，それぞ

れのグループより以下のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

型式及びシール材料を分類基準とし，電気ペネトレーションを表 1-1 に示すとおりグ

ループ化する。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，電気ペネトレーションの重要度及び接続機器の重

要度の観点から代表機器を選定する。 

 

(1) モジュール型電気ペネトレーション（シール材料：エポキシ樹脂） 

このグループには，核計装用，制御用，計測用，制御棒位置指示用，低圧動力用モ

ジュール型電気ペネトレーションが属するが，電気ペネトレーションの重要度は同等

であることから，接続機器の原子炉保護上の重要度が高く，事故時機能要求がある核

計装用モジュール型電気ペネトレーションを代表機器とする。 

 

(2) モジュール型電気ペネトレーション（シール材料：エチレンプロピレンゴム） 

このグループには，高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションのみが属するた

め，高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションを代表機器とする。 

 

 



 

 

－
 
2.

3-
2 

－
 

表 1-1 電気ペネトレーションのグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 
ペネトレーション 

番号 
使用用途 

仕様 

呼び径 

選定基準 

選定 選定理由 

型式 シール材料 
電気ペネトレーション

の重要度 

接続機器の

重要度*1 

モジュール型

エポキシ樹脂 

X-100A,B,C,D 核計装用 300A 
MS-1 
重*2 

MS-1 
重*2 

◎ 
電気ペネトレーシ
ョンの重要度 
接続機器の重要度 

X-102A,B 

制御用 

300A 
MS-1 
重*2 

MS-1 
重*2 

 

X-106B 300A 
MS-1 
重*2 

MS-1 
重*2 

  

X-107A 300A 
MS-1 
重*2 

MS-1 
重*2 

  

X-103 

計測用 

300A 
MS-1 
重*2 

MS-1 
重*2 

  

X-105C 300A 
MS-1 
重*2 

MS-1 
重*2 

  

X-230 300A 
MS-1 
重*2 

MS-1 
重*2 

  

X-104A,B,C,D 制御棒位置指示用 300A 
MS-1 
重*2 

MS-3   

X-105A,B,D 低圧動力用 300A 
MS-1 

重*2 

MS-1 

重*2 
  

エチレンプロピ
レンゴム 

X-101A,B,C,D 高圧動力用 450A 
MS-1 
重*2 

PS-3 ◎  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち， 上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1 章で代表機器とした以下のモジュール型電気ペネトレーションについて技術

評価を実施する。 

① 核計装用モジュール型電気ペネトレーション 

② 高圧動力用モジュール型電気ペネトレーション 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 核計装用モジュール型電気ペネトレーション 

(1) 構造 

東海第二の核計装用モジュール型電気ペネトレーションは，原子炉格納容器外側に

電線をエポキシ樹脂でシールしたモジュールをヘッダに固定した構造となっている。 

モジュールは，モジュール内にエポキシ樹脂による 2重のシール部を設けた構造と

なっており，貫通している電線内部の導線部分を通して，漏えいが発生しないように

シール内部で電線同士を接続部（コネクタ）にて接続している。 

なお，モジュール内の 2重シール同士の中間部は中空で，この部分を窒素で加圧す

ることで，シール部の気密確認が出来る構造となっている。 

東海第二の核計装用モジュール型電気ペネトレーションの構造図を図2.1-1に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の核計装用モジュール型電気ペネトレーション主要部位の使用材料を表

2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2 に示す。 
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No. 部位 No. 部位 

① ヘッダ ⑥ シール部 

② 取付ボルト ⑦ 接続部（コネクタ） 

③ アダプタ ⑧ 電線 

④ スリーブ ⑨ O リング 

⑤ モジュール   

 

図 2.1-1 核計装用モジュール型電気ペネトレーション構造図 

 原子炉格納容器外側   原子炉格納容器内側  

④ ③ 

 

① 

② 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑥ 

⑤ 

 2 重シール内側  2 重シール外側  
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表 2.1-1 核計装用モジュール型電気ペネトレーション主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 

部位 材料 

通電・絶縁性能 

の確保 
エネルギー伝達

電線 銅，架橋ポリエチレン 

接続部(コネクタ) 銅 

通電・絶縁性能の 

確保及びバウンダ

リの維持 

耐圧，絶縁 シール部 エポキシ樹脂 

バウンダリの維持 耐圧 

ヘッダ ステンレス鋼 

取付ボルト ステンレス鋼 

モジュール ステンレス鋼 

アダプタ 炭素鋼  

スリーブ 炭素鋼 

O リング エチレンプロピレンゴム 

 

 

表 2.1-2 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの使用条件 

 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 

周囲温度* 
65.6 ℃ 

( 高) 

171 ℃ 

( 高) 

235 ℃ 

( 高) 

高圧力* 0.0138 MPa 0.31 MPa 0.62 MPa 

放射線* 
0.040 Gy/h 

（ 大） 

2.6×102 kGy  

( 大積算値)  

640 kGy 

( 大積算値) 
  *:原子炉格納容器内における設計値 
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2.1.2 高圧動力用モジュール型電気ペネトレーション 

(1) 構造 

東海第二の高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションは，原子炉格納容器内

外に電線をエチレンプロピレンゴムでシールしたパイプをヘッダに固定した構造と

なっている。 

パイプは，パイプ内にエチレンプロピレンゴムによるシール部を設けた構造とな

っており，シール内部で電線と導体を接続スリーブにて接続している。 

東海第二の高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションの構造図を図 2.1-2 に

示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の高圧動力用モジュール型電気ペネトレーション主要部位の使用材料を

表 2.1-3 に，使用条件を表 2.1-4 に示す。 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 部位 No. 部位 

① 電線 ⑤ アダプタ 

② 接続スリーブ ⑥ ヘッダ 

③ シール部 ⑦ パイプ 

④ スリーブ ⑧ 導体 

 

図 2.1-2 高圧動力用モジュール型電気ペネトレーション構造図

 ⑤ 

⑧ ② ③ 

④ ⑥ 

⑦ 
① 

 

 原子炉格納容器外側   原子炉格納容器内側  
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表 2.1-3 高圧動力用モジュール型電気ペネトレーション主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 

部位 材料 

通電・絶縁性能 

の確保 
エネルギー伝達

導体 銅 

電線 銅，エチレンプロピレンゴム 

接続スリーブ 銅 

通電・絶縁性能の 

確保及びバウンダ

リの維持 

耐圧，絶縁 シール部 エチレンプロピレンゴム 

バウンダリの維持 耐圧 

スリーブ 炭素鋼 

アダプタ 炭素鋼 

ヘッダ ステンレス鋼 

パイプ ステンレス鋼 

 

 

表 2.1-4 高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションの使用条件 

 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 

周囲温度* 
65.6 ℃ 

( 高) 

171 ℃ 

( 高) 

235 ℃ 

( 高) 

高圧力* 0.0138 MPa 0.31 MPa 0.62 MPa 

放射線* 
0.040 Gy/h 

（ 大） 

2.6×102 kGy 

( 大積算値) 

640 kGy 

( 大積算値) 
  *:原子炉格納容器内における設計値 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

電気ペネトレーションの機能である通電及びバウンダリ機能の達成に必要な項目

は以下のとおり。 
(1) 通電・絶縁性能の確保 

(2) バウンダリの維持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

電気ペネトレーションについて，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展

開した上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（圧力，温度等）及び現在までの運

転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した。（表

2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は評価対象外とする。 
 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

電気ペネトレーションには消耗品及び定期取替品はない。 
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(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 
想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 
なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 
 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 
② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 
この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. シール部及び電線の絶縁特性低下［核計装用モジュール型電気ペネトレー 

ション］ 

b. シール部の劣化による気密性の低下［核計装用モジュール型電気ペネトレー 

ション］ 

c. O リングの劣化による気密性の低下［核計装用モジュール型電気ペネトレー 

ション］ 

d. シール部の劣化による気密性の低下［高圧動力用モジュール型電気ペネトレ 

  ーション］ 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

日常劣化管理事象に該当する事象は抽出されなかった。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 
 

a．電線及び接続部（コネクタ）［核計装用モジュール型電気ペネトレーション］の導

通不良 

電線に大きな荷重が作用すると，断線や途中接続点の接続部（コネクタ）の外れ

等により導通不良が想定されるが，電線単体には外部からの大きな荷重は作用しな

い構造となっており，導通不良が発生する可能性はない。 

したがって，電線及び接続部（コネクタ）の導通不良は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b．スリーブ及びアダプタ［共通］の腐食（全面腐食） 

スリーブ及びアダプタは，炭素鋼であるため，腐食が想定されるが，塗装が施さ

れており，腐食進行の可能性はない。 

したがって，スリーブ及びアダプタの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 



 

 

－
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表 2.2-1(1/2) 核計装用モジュール型電気ペネトレーションに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品

経年劣化事象 

備考 

材料 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他

摩耗 腐食
疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

通電・絶縁性

能の確保 

エネルギー

伝達 

電線  銅，架橋ポリエチレン     ○ ▲   
*1：気密性の 

  低下 

接続部(コネクタ)  銅      ▲   

通電・絶縁 

性能の確保 

及びバウンダ

リの維持 

耐圧，絶縁 シール部  エポキシ樹脂     〇   ○*1 

バウンダリの

維持 
耐圧 

ヘッダ  ステンレス鋼         

取付ボルト  ステンレス鋼         

モジュール  ステンレス鋼         

アダプタ  炭素鋼  ▲       

スリーブ  炭素鋼  ▲       

O リング  エチレンプロピレンゴム        ○*1 

○: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 
▲: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 

 
 
 



 

 

－
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表 2.2-1(2/2) 高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品

経年劣化事象 

備考 

材料 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他

摩耗 腐食
疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

通電・絶縁性

能の確保 

エネルギー

伝達 

導体  銅         
*1：気密性の 

  低下 

電線  
銅，エチレンプロピレン

ゴム 
        

接続スリーブ  銅         

通電・絶縁 

性能の確保 

及びバウンダ

リの維持 

耐圧，絶縁 シール部  エチレンプロピレンゴム        ○*1 

バウンダリの

維持 
耐圧 

スリーブ  炭素鋼  ▲       

アダプタ  炭素鋼  ▲       

ヘッダ  ステンレス鋼         

パイプ  ステンレス鋼         

○: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 
▲: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) シール部及び電線の絶縁特性低下［核計装用モジュール型電気ペネトレーション］ 

a. 事象の説明 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部に使用しているエポキシ

樹脂及び電線の絶縁体で使用している架橋ポリエチレンは有機物であるため，熱的，

放射線，機械的，電気的，環境的要因により，経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下

を起こす可能性があり，経年劣化に対する評価が必要である。 

ただし，核計装用モジュール型電気ペネトレーションは静止機器であることから機

械的劣化，電圧が低いことから電気的劣化，密封状態であることから環境的劣化につ

いては影響を受けないと考えられる。 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部及び電線の絶縁特性低下

要因としては，熱及び放射線による物性変化により，モジュール，電線等との接着力

が低下し，接着面の隙間から大気中の湿気が電気ペネトレーション内部に浸入する可

能性がある。 

このため，浸入した湿気により，電気的絶縁特性の低下に伴う信号伝送特性の低下

現象として現れる。 

図 2.3-1 に想定される湿気の浸入予想ルートを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-1 湿気の浸入予想ルート 

 

 

湿気の浸入 

シール部 接続部 

電線 

モジュール 
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b. 技術評価 

① 健全性評価 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期間の経年劣化を考慮した絶

縁特性低下の評価は，IEEE Std.323-1974「IEEE Standard for Qualifying Class 1E 

Equipment for Nuclear Power Generating Stations」（以下，「IEEE Std.323-1974」

という）及び IEEE Std.317-1976「IEEE Standard for Electric Penetration 

Assemblies in Containment Structures for Nuclear Power Generating Stations 」

（以下，「IEEE Std.317-1976」という）の規格をもとに行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-2 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射線照射（通常時+事故時）

判 定 

熱サイクル試験 

供試体 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（耐電圧試験） 

加速熱劣化 

事故時雰囲気曝露 

加振試験 

（通常運転期間相当の加速熱劣化） 

（地震時を模擬） 

（起動停止回数相当の熱サイクル） 
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核計装用モジュール型電気ペネトレーションについては，図 2.3-2 に示す長期健

全性試験手順により評価した。 

本試験条件は，表 2.3-1 に示すとおり核計装用モジュール型電気ペネトレーショ

ンの 60 年間の通常運転期間における使用条件，設計基準事故時条件及び重大事故

等時条件を包絡しており，試験結果は，表 2.3-2 に示すとおり，耐電圧試験の判定

基準を満足している。 

重大事故等時における健全性評価にあたっては，重大事故等時の温度条件をもと

に評価部位における温度を解析により求め評価に用いた。 

本試験結果は，表 2.3-2 に示すとおり，耐電圧試験の判定基準を満足しており，

核計装用モジュール型電気ペネトレーションは，60 年間の通常運転期間，設計基準

事故時及び重大事故等時雰囲気において絶縁性能は維持できると評価する。 

なお，東海第二で想定される重大事故等時における 高圧力については，事故時

雰囲気曝露試験条件に包絡されていないが，同等形のモジュール型電気ペネトレー

ションを用いた健全性試験において，重大事故等時条件を上回る圧力（0.79 MPa)

にて気密に対する健全性が確認されていることから重大事故等時においても絶縁

性能は維持できると評価する。 

また，東海第二で想定される 大応答加速度 9.69 G については，加振試験条件

に包絡されていないが，同等形のモジュール型電気ペネトレーションを用いた加振

試験において，東海第二の 大応答加速度を上回る加速度 20 G にて健全性が確認

されていることから重大事故等時においても絶縁性能は維持できると評価する。 
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表 2.3-1 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験条件 

 試験条件 説明 

熱サイクル試験 10 ℃⇔66 ℃/120 ｻｲｸﾙ 東海第二の 60 年間の起動停止回数を包絡する。 

放射線照射 

(通常時＋事故時) 

放射線照射線量 

800 kGy 

東海第二で想定される線量 約 281 kGy（60 年間の

通常運転期間相当の線量 約 21 kGy に設計基準事

故時の 大積算値 2.6×102 kGy を加えた線量）を

包絡する。 

また，東海第二で想定される線量 約 661 kGy（60

年間の通常運転期間相当の線量 約 21 kGy に重大

事故等時の 大積算値 640 kGy を加えた線量）を

包絡する。 

加速熱劣化 121 ℃×7日間 
東海第二通常運転時の温度 40 ℃*1に対して 60 年

間の通常運転期間を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 

高温度：171 ℃ 

高圧力：0.43 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時の 高温度

171 ℃*2， 高圧力 0.31 MPa*2及び重大事故等時の

高温度約 135 ℃*3を包絡する。 

なお，重大事故等時の 高圧力 0.62 MPa*4 は同等

のモジュール型電気ペネトレーションを用いた特

性確認試験にて 高圧力を上回る圧力にて健全性

を確認している。 

加振試験 1.36 G 

東海第二で想定される電気ペネトレーションの

大応答加速度 9.69 G に対しては，同等形のモジュ

ール型電気ペネトレーションを用いた加振試験に

て， 大応答加速度を上回る加速度 20 G にて健全

性を確認している。 
*1:通常運転時におけるシール部，電線部の温度解析値 

*2:設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

*3:重大事故等時における電線部の温度解析値 

 *4:重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

 

 

表 2.3-2 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験の耐電圧試験結果 

試験内容 判定基準＊ 結果 

耐電圧 
AC 720 V を 4 秒間印加 

絶縁破壊しないこと 良 

*:判定基準は IEEE Std.317-1976 に基づく 
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② 現状保全 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部及び電線の絶縁特性低

下に対しては，点検時に絶縁測定及び機器の動作試験を実施し，有意な絶縁特性の

低下がないことを確認している。 

さらに，定期検査時の原子炉格納容器漏えい率検査により，気密性が確保されて

いることを確認しており，有意な湿気の浸入がないことを確認している。 

また，核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部及び電線に有意な

絶縁特性低下が認められた場合は，補修等を行うこととしている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシ

ール部及び電線の絶縁特性低下の可能性は低く，さらに，絶縁特性低下は機器点検

時に実施する絶縁抵抗測定，機器の動作試験及び原子炉格納容器漏えい率検査によ

り把握は可能と考える。今後も点検時に絶縁抵抗測定を行うことで，異常の有無を

把握可能であり，現状の保全は点検手法として適切であると考える。 

 

c. 高経年化への対応 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部及び電線の絶縁特性低下

に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全に追加すべき項目はない。 

また，東北地方太平洋沖地震発生に伴う発電所停止操作の過程で，原子炉格納容器 

内通常運転時の設計温度を超えた箇所が確認されたため，評価結果に対する確認を行 

い影響がないことを確認した。機器の取替周期の設定にあたっては，震災発生後の設 

計温度超過を考慮し，設計温度における評価年数に超過期間における評価年数を含め 

て設定する。 

今後も点検時に絶縁抵抗測定，機器の動作試験及び原子炉格納容器漏えい率検査を

実施することにより，絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じて補修等を

行うこととする。 
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(2) シール部の劣化による気密性の低下［核計装用モジュール型電気ペネトレーション］ 

a. 事象の説明 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部に使用しているエポキシ

樹脂は有機物であるため，熱的，放射線，機械的，電気的，環境的要因により，経年

的に劣化が進行し，リークを起こす可能性があり，経年劣化に対する評価が必要であ

る。 

ただし，核計装用モジュール型電気ペネトレーションは静止機器であることから機

械的劣化，電圧が低いことから電気的劣化，密封状態であることから環境的劣化につ

いては影響を受けないと考えられる。 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部の劣化による気密性の低

下は，熱及び放射線による物性変化により，鋼材，導体等との接着力が低下すること

によるもので，この結果，プラント運転・停止による温度変化のため膨張と収縮を繰

り返すことにより相互間でのはく離が生じ，リークを生じる。 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期間の経年劣化を考慮した気

密性低下の評価は，IEEE Std.323-1974 及び IEEE Std.317-1976 の規格をもとに行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-3 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験手順 
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（起動停止回数相当の熱サイクル） 
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核計装用モジュール型電気ペネトレーションについては，図 2.3-3 に示す長期健

全性試験手順により評価した。 

本試験条件は，表 2.3-3 に示すとおり核計装用モジュール型電気ペネトレーショ

ンの 60 年間の通常運転期間における使用条件，設計基準事故時条件及び重大事故

等時条件を包絡しており，試験結果は，表 2.3-4 に示すとおり，気密試験の判定基

準を満足している。 

重大事故等時における健全性評価にあたっては，重大事故等時の温度条件をもと

に評価部位における温度を解析により求め評価に用いた。 

本試験結果は，表 2.3-4 に示すとおり，気密試験の判定基準を満足しており，核

計装用モジュール型電気ペネトレーションは，60 年間の通常運転期間，設計基準事

故時及び重大事故等時雰囲気において気密性能は維持できると評価する。 

なお，東海第二で想定される重大事故等時における 高圧力については，事故時

雰囲気曝露試験条件に包絡されていないが，同等形のモジュール型電気ペネトレー

ションを用いた健全性試験において，重大事故等時条件を上回る圧力（0.79 MPa)

にて気密に対する健全性が確認されていることから重大事故等時においても気密

性能は維持できると評価する。 

また，東海第二で想定される 大応答加速度 9.69 G については，加振試験条件

に包絡されていないが，同等形のモジュール型電気ペネトレーションを用いた加振

試験において，東海第二の 大応答加速度を上回る加速度 20 G にて健全性が確認

されていることから重大事故等時においても気密性能は維持できると評価する。 
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表 2.3-3 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験条件 

 試験条件 説明 

熱サイクル試験 10 ℃⇔66 ℃/120 ｻｲｸﾙ 東海第二の 60 年間の起動停止回数を包絡する。 

放射線照射 

(通常時＋事故時) 

放射線照射線量 

800 kGy 

東海第二で想定される線量 約 281 kGy（60 年間の

通常運転期間相当の線量 約 21 kGy に設計基準事

故時の 大積算値 2.6×102 kGy を加えた線量）を

包絡する。 

また，東海第二で想定される線量 約 661 kGy（60

年間の通常運転期間相当の線量 約 21 kGy に重大

事故等時の 大積算値 640 kGy を加えた線量）を

包絡する。 

加速熱劣化 121 ℃×7日間 
東海第二通常運転時の温度 40 ℃*1に対して 60 年

間の通常運転期間を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 

高温度：171 ℃ 

高圧力：0.43 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時の 高温度

171 ℃*2， 高圧力 0.31 MPa*2及び重大事故等時の

高温度約 74.5 ℃*3を包絡する。 

なお，重大事故等時の 高圧力 0.62 MPa*4 は同等

のモジュール型電気ペネトレーションを用いた特

性確認試験にて 高圧力を上回る圧力にて健全性

を確認している。 

加振試験 1.36 G 

東海第二で想定される電気ペネトレーションの

大応答加速度 9.69 G に対しては，同等形のモジュ

ール型電気ペネトレーションを用いた加振試験に

て， 大応答加速度を上回る加速度 20 G にて健全

性を確認している。 

*1:通常運転時におけるシール部の温度解析値 

*2:設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

*3:重大事故等時におけるシール部の温度解析値 

 *4:重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

 

 

表 2.3-4 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験の気密試験結果 

試験内容 判定基準＊ 測定値 結果 

気密試験 
リーク量測定 

1×10-6 cc/sec  6.8×10-9 cc/sec 以下 良 

*:判定基準は IEEE Std.317-1976 に基づく 
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② 現状保全 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部の気密性低下に対して

は，定期検査時に原子炉格納容器漏えい率検査を実施し，原子炉格納容器全体の漏

えい率が基準を満たし，漏えい率が増加傾向にないことを確認している。 

なお，原子炉格納容器漏えい率検査の結果，有意な気密性の低下が認められた場

合は，補修等を行うこととしている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシ

ール部の気密性低下の可能性は低く，さらに，気密性低下は定期検査時に実施する

原子炉格納容器漏えい率検査により把握は可能と考えられる。今後も原子炉格納容

器漏えい率検査による漏えい率の傾向管理を行うことにより，シール部の経年劣化

による気密性の異常の有無は把握可能であり，現状の保全は点検手法として適切で

ある。 

 

c. 高経年化への対応 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部の気密性低下に対しては，

高経年化対策の観点から現状の保全に追加すべき項目はないと考える。 

また，東北地方太平洋沖地震発生に伴う発電所停止操作の過程で，原子炉格納容器

内通常運転時の設計温度を超えた箇所が確認されたため，評価結果に対する確認を行

い影響がないことを確認した。機器の取替周期の設定にあたっては，震災発生後の設

計温度超過を考慮し，設計温度における評価年数に超過期間における評価年数を含め

て設定する。 

今後も原子炉格納容器漏えい率検査時に漏えい率を監視していくとともに，必要に

応じて補修等を行うこととする。 
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(3) O リングの劣化による気密性の低下［核計装用モジュール型電気ペネトレーション］ 

a. 事象の説明 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのOリングに使用しているエチレンプ

ロピレンゴムは有機物であるため，熱的，放射線，機械的，電気的，環境的要因によ

り，経年的に劣化が進行し，リークを起こす可能性があり，経年劣化に対する評価が

必要である。 

ただし，核計装用モジュール型電気ペネトレーションは静止機器であることから機

械的劣化，密封状態であることから環境的劣化については影響を受けないと考えられ

る。 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのOリングの劣化による気密性低下要

因としては，熱及び放射線による物性変化により，O リングのシール性能が低下する

もので，この結果，プラント運転・停止による温度変化のため膨張と収縮を繰り返す

ことにより Oリングのシール部分からリークを生じる。 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期間の経年劣化を考慮した気

密性低下の評価は，IEEE Std.323-1974 及び IEEE Std.317-1976 の規格をもとに行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-4 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験手順 
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核計装用モジュール型電気ペネトレーションについては，図 2.3-4 に示す長期健

全性試験手順により評価した。 

本試験条件は，表 2.3-5 に示すとおり核計装用モジュール型電気ペネトレーショ

ンの 60 年間の通常運転期間における使用条件，設計基準事故時条件及び重大事故

等時条件を包絡しており，試験結果は，表 2.3-6 に示すとおり，気密試験の判定基

準を満足している。 

重大事故等時における健全性評価にあたっては，重大事故等時の温度条件をもと

に評価部位における温度を解析により求め評価に用いた。 

本試験結果は，表 2.3-6 に示すとおり，気密試験の判定基準を満足しており，核

計装用モジュール型電気ペネトレーションは，60 年間の通常運転期間，設計基準事

故時及び重大事故等時雰囲気において気密性能は維持できると評価する。 

なお，東海第二で想定される重大事故等時における 高圧力については，事故時

雰囲気曝露試験条件に包絡されていないが，同等形のモジュール型電気ペネトレー

ションを用いた健全性試験において，重大事故等時条件を上回る圧力（0.79 MPa)

にて気密に対する健全性が確認されていることから重大事故等時においても気密

性能は維持できると評価する。 

また，東海第二で想定される 大応答加速度 9.69 G については，加振試験条件

に包絡されていないが，同等形のモジュール型電気ペネトレーションを用いた加振

試験において，東海第二の 大応答加速度を上回る加速度 20 G にて健全性が確認

されていることから重大事故等時においても気密性能は維持できると評価する。 
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表 2.3-5 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験条件 

 試験条件 説明 

熱サイクル試験 10 ℃⇔66 ℃/120 ｻｲｸﾙ 東海第二の 60 年間の起動停止回数を包絡する。 

放射線照射 

(通常時＋事故時) 

放射線照射線量 

800 kGy 

東海第二で想定される線量 約 281 kGy（60 年間の

通常運転期間相当の線量 約 21 kGy に設計基準事

故時の 大積算値 2.6×102 kGy を加えた線量）を

包絡する。 

また，東海第二で想定される線量 約 661 kGy（60

年間の通常運転期間相当の線量 約 21 kGy に重大

事故等時の 大積算値 640 kGy を加えた線量）を

包絡する。 

加速熱劣化 121 ℃×7日間 
東海第二通常運転時の温度 40 ℃*1に対して 60 年

間の通常運転期間を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 

高温度：171 ℃ 

高圧力：0.43 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時の 高温度

171 ℃*2， 高圧力 0.31 MPa*2及び重大事故等時の

高温度約 74.5 ℃*3を包絡する。 

なお，重大事故等時の 高圧力 0.62 MPa*4 は同等

のモジュール型電気ペネトレーションを用いた特

性確認試験にて 高圧力を上回る圧力にて健全性

を確認している。 

加振試験 1.36 G 

東海第二で想定される電気ペネトレーションの

大応答加速度 9.69 G に対しては，同等形のモジュ

ール型電気ペネトレーションを用いた加振試験に

て， 大応答加速度を上回る加速度 20 G にて健全

性を確認している。 
*1:通常運転時におけるシール部の温度解析値 

*2:設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

*3:重大事故等時におけるシール部の温度解析値 

 *4:重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

 

 

表 2.3-6 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験の気密試験結果 

試験内容 判定基準＊ 測定値 結果 

気密試験 
リーク量測定 

1×10-6 cc/sec 6.8×10-9 cc/sec 以下 良 

*:判定基準は IEEE Std.317-1976 に基づく 
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② 現状保全 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部の気密性の低下に対し

ては，定期検査時に原子炉格納容器漏えい率検査を実施し，原子炉格納容器全体の

漏えい率が基準を満たし，漏えい率が増加傾向にないことを確認している。 

なお，原子炉格納容器漏えい率検査の結果，有意な気密性の低下が認められた場

合は，補修等を行うこととしている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシ

ール部の気密性低下の可能性は低く，さらに，気密性低下は定期検査時に実施する

原子炉格納容器漏えい率検査により把握は可能と考えられる。今後も原子炉格納容

器漏えい率検査による漏えい率の傾向管理を行うことにより，シール部の経年劣化

による気密性の異常の有無は把握可能であり，現状の保全は点検手法として適切で

ある。 

 

c. 高経年化への対応 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部の気密性低下に対しては，

高経年化対策の観点から現状の保全に追加すべき項目はないと考える。 

また，東北地方太平洋沖地震発生に伴う発電所停止操作の過程で，原子炉格納容器

内通常運転時の設計温度を超えた箇所が確認されたため，評価結果に対する確認を行

い影響がないことを確認した。機器の取替周期の設定にあたっては，震災発生後の設

計温度超過を考慮し，設計温度における評価年数に超過期間における評価年数を含め

て設定する。 

今後も原子炉格納容器漏えい率検査時に漏えい率を監視していくとともに，必要に

応じて補修等を行うこととする。 
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(4) シール部の劣化による気密性の低下［高圧動力用モジュール型電気ペネトレーション］ 

a. 事象の説明 

高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションのシール部及び電線の絶縁体とし

て使用しているエチレンプロピレンゴムは有機物であるため，熱的，放射線，機械的，

電気的，環境的要因により，経年的に劣化が進行し，リークを起こす可能性があり，

経年劣化に対する評価が必要である。 

ただし，高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションは静止機器であることから

機械的劣化，密封状態であることから環境的劣化については影響を受けないと考えら

れる。 

高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションのシール部の劣化による気密性の

低下は，熱及び放射線による物性変化により，鋼材，導体等との接着力が低下するこ

とによるもので，この結果，プラント運転・停止による温度変化のため膨張と収縮を

繰り返すことにより相互間でのはく離が生じ，リークを生じる。  

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションの長期間の経年劣化を考慮した

気密性低下の評価は，IEEE Std.323-1974 及び IEEE Std.317-1976 の規格をもとに

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-5 高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験手順 

 

 

 

放射線照射（通常時+事故時）

判 定 

熱サイクル試験 

供試体 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（気密試験） 

加速熱劣化 

事故時雰囲気曝露 

加振試験 

（通常運転期間相当の加速熱劣化） 

（地震時を模擬） 

（起動停止回数相当の熱サイクル） 
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高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションについては，図 2.3-5 に示す長期 

健全性試験手順により評価した。 

本試験条件は，表 2.3-7 に示すとおり高圧動力用モジュール型電気ペネトレーシ

ョンの 60 年間の通常運転期間における使用条件，設計基準事故時条件及び重大事

故等時条件を包絡しており，試験結果は，表 2.3-8 に示すとおり，気密試験の判定

基準を満足している。 

重大事故等時における健全性評価にあたっては，重大事故等時の温度条件をもと

に評価部位における温度を解析により求め評価に用いた。 

本試験結果は，表 2.3-8 に示すとおり，気密試験の判定基準を満足しており，高

圧動力用モジュール型電気ペネトレーションは，60 年間の通常運転期間，設計基準

事故時及び重大事故等時雰囲気において気密性能は維持できると評価する。 

なお，東海第二で想定される重大事故等時における 高圧力については，事故時

雰囲気曝露試験条件に包絡されていないが，同等形のモジュール型電気ペネトレー

ションを用いた健全性試験において，重大事故等時条件を上回る圧力（0.77 MPa)

にて気密に対する健全性が確認されていることから重大事故等時においても気密

性能は維持できると評価する。 

また，東海第二で想定される 大応答加速度 9.69 G については，加振試験条件

に包絡されていないが，同等形のモジュール型電気ペネトレーションを用いた加振

試験において，東海第二の 大応答加速度を上回る加速度 20 G にて健全性が確認

されていることから重大事故等時においても気密性能は維持できると評価する。 
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表 2.3-7 高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験条件 

 試験条件 説明 

熱サイクル試験 10 ℃⇔66 ℃/120 ｻｲｸﾙ 東海第二の 60 年間の起動停止回数を包絡する。 

放射線照射 

(通常時＋事故時) 

放射線照射線量 

800 kGy 

東海第二で想定される線量 約 281 kGy（60 年間の

通常運転期間相当の線量 約 21 kGy に設計基準事

故時の 大積算値 2.6×102 kGy を加えた線量）を

包絡する。 

また，東海第二で想定される線量 約 661 kGy（60

年間の通常運転期間相当の線量 約 21 kGy に重大

事故等時の 大積算値 640 kGy を加えた線量）を

包絡する。 

加速熱劣化 121℃×7日間 
東海第二通常運転時の温度 43 ℃*1に対して 60 年

間の通常運転期間を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 

高温度：171 ℃ 

高圧力：0.43 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時の 高温度

171 ℃*2， 高圧力 0.31 MPa*2及び重大事故等時の

高温度約 77.5 ℃*3を包絡する。 

なお，重大事故等時の 高圧力 0.62 MPa*4 は同等

のモジュール型電気ペネトレーションを用いた特

性確認試験にて 高圧力を上回る圧力にて健全性

を確認している。 

加振試験 1.36 G 

東海第二で想定される電気ペネトレーションの

大応答加速度 9.69 G に対しては，同等形のモジュ

ール型電気ペネトレーションを用いた加振試験に

て， 大応答加振度を上回る加速度 20 G にて健全

性を確認している 

*1:通常運転時におけるシール部の温度解析値に通電による温度上昇分を加えた値 

*2:設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

*3:重大事故等時におけるシール部の温度解析値に通電による温度上昇値分を加えた値 

*4:重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

 

 

表 2.3-8 高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験の気密試験結果 

試験内容 判定基準＊ 測定値 結果 

気密試験 
リーク量測定 

1×10-6 cc/sec 5.6×10-9 cc/sec 以下 良 

*:判定基準は IEEE Std.317-1976 に基づく 
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② 現状保全 

高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションのシール部の気密性低下に対し

ては，定期検査時に原子炉格納容器漏えい率検査を実施し，原子炉格納容器全体の

漏えい率が基準を満たし，漏えい率が増加傾向にないことを確認している。 

なお，原子炉格納容器漏えい率検査の結果，有意な気密性の低下が認められた場

合は，補修等を行うこととしている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，シール部の気密性低下の可能性は低く，さらに，

気密性低下は定期検査時に実施する原子炉格納容器漏えい率検査により把握は可

能と考えられる。 

今後も原子炉格納容器漏えい率検査による漏えい率の傾向管理を行うことによ

り，シール部の経年劣化による気密性の異常の有無は把握可能であり，現状の保全

は点検手法として適切である。 

 

c. 高経年化への対応 

シール部の気密性の低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全に追加す

べき項目はないと考える。 

また，東北地方太平洋沖地震発生に伴う発電所停止操作の過程で，原子炉格納容器

内通常運転時の設計温度を超えた箇所が確認されたため，評価結果に対する確認を行

い影響がないことを確認した。機器の取替周期の設定にあたっては，震災発生後の設

計温度超過を考慮し，設計温度における評価年数に超過期間における評価年数を含め

て設定する。 

今後も原子炉格納容器漏えい率検査時に漏えい率を監視していくとともに，必要に

応じて補修等を行うこととする。 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

 

① 制御用モジュール型電気ペネトレーション 

② 計測用モジュール型電気ペネトレーション 

③ 制御棒位置指示用モジュール型電気ペネトレーション 

④ 低圧動力用モジュール型電気ペネトレーション 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

a. シール部及び電線の絶縁特性低下［共通］ 

代表機器と同様に，シール部に使用しているエポキシ樹脂及び電線の絶縁体で使用し

ている架橋ポリエチレンは有機物であるため，熱的，放射線，機械的，電気的，環境的

要因により，経年的に劣化が進行し絶縁特性低下を起こす可能性があるが，代表機器と

同様の長期健全性試験結果より，60 年間の通常運転期間，設計基準事故時条件及び重大

事故等時条件において絶縁特性を維持できると評価する。 

また，絶縁特性低下に対しては，点検時に絶縁抵抗測定及び機器の動作試験を実施し，

有意な絶縁特性低下がないこと，定期検査時の原子炉格納容器漏えい率検査により，気

密性が確保されていることを確認しており，有意な湿気の浸入がないことを確認して 

いる。今後も点検時に絶縁特性低下を監視していくとともに，絶縁特性の低下が認めら

れた場合には，補修を行うことで健全性が確保できると考えられる。 
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b. シール部の劣化による気密性の低下［共通］ 

代表機器と同様に，シール部は，エポキシ樹脂であることから熱的，放射線，機械的，

電気的，環境的要因により，経年的に劣化が進行しリークを起こす可能性があるが，代

表機器と同様の長期健全性試験結果より，60 年間の通常運転期間，設計基準事故時及び

重大事故等時雰囲気において気密性を維持できると評価する。 

また，気密性低下に対しては，定期検査時に原子炉格納容器漏えい率検査を実施し，

原子炉格納容器全体の漏えい率が基準を満たし，漏えい率が増加傾向にないことを確認

している。 

今後も原子炉格納容器漏えい率検査時に漏えい率を監視していくとともに，必要に応

じて補修等を行うこととする。 
 

c. O リングの劣化による気密性の低下［共通］ 

代表機器と同様に Oリングは，エチレンプロピレンゴム製であるため，熱的，放射線，

機械的，電気的，環境的要因により，経年的に劣化が進行しリークを起こす可能性があ

るが，代表機器と同様の長期健全性試験結果より，60 年間の通常運転期間，設計基準事

故時及び重大事故等時雰囲気おいて気密性を維持できると評価する。 

また，気密性低下に対しては，定期検査時に原子炉格納容器漏えい率検査を実施し，

原子炉格納容器全体の漏えい率が基準を満たし，漏えい率が増加傾向にないことを確認

している。 

今後も原子炉格納容器漏えい率検査時に漏えい率を監視していくとともに，必要に応

じて補修等を行うこととする。 
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3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 
日常劣化管理事象に該当する事象は抽出されなかった。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 
 
a. 電線及び接続部（コネクタ）の導通不良［共通］ 

代表機器と同様，電線に大きな荷重が作用すると，断線や途中接続点の接続部（コ

ネクタ）の外れ等により導通不良が想定されるが，電線単体には外部からの大きな荷

重が作用しない構造となっており，導通不良が発生する可能性はない。 

したがって，電線及び接続部（コネクタ）の導通不良は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. スリーブ及びアダプタの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，スリーブ及びアダプタは，炭素鋼であるため，腐食が想定される

が，塗装が施されており，腐食進行の可能性はない。 

したがって，スリーブ及びアダプタの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 
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